
一
頁 

 ○
総
務
省
令
第
八
十
二
号 

 

郵
便
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
五
号
）
第
六
十
七
条
第
一
項
、
第
五
項
及
び
第
七
項
の
規
定
に
基
づ
き
、

郵
便
法
施
行
規
則
及
び
国
際
郵
便
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

 
 

平
成
二
十
九
年
十
二
月
二
十
一
日 

総
務
大
臣 

野
田 

聖
子 

 
 

郵
便
法
施
行
規
則
及
び
国
際
郵
便
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令 

（
郵
便
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
） 

第
一
条 

郵
便
法
施
行
規
則
（
平
成
十
五
年
総
務
省
令
第
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ

る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。 



二
頁 

 
 

改 
 

正 
 

後 

改 
 

正 
 

前 

（
料
金
の
届
出
） 

第
二
十
五
条 
会
社
は
、
法
第
六
十
七
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
郵
便
に
関
す
る
料
金
の
届
出
を
し
よ
う
と
す
る

と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
出
書
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

料
金
を
適
用
す
る
期
間
（
限
定
す
る
場
合
に
限
る
。
）
並
び
に
料
金
の
種
類
、
額
及
び
適
用
方
法
（
変
更

の
届
出
の
場
合
は
、
新
旧
の
対
照
を
明
示
す
る
こ
と
。
） 

［
二 

略
］ 

三 

変
更
の
届
出
の
場
合
は
、
変
更
を
必
要
と
す
る
理
由 

（
収
支
状
況
の
報
告
及
び
公
表
） 

第
二
十
七
条 

［
略
］ 

２ 

前
項
の
規
定
に
よ
り
報
告
す
る
営
業
収
益
及
び
営
業
費
用
は
、
別
記
様
式
第
五
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
る
ほ
か

、
適
正
な
方
法
に
よ
り
そ
れ
ぞ
れ
の
郵
便
物
の
種
類
等
（
内
国
郵
便
業
務
（
国
内
の
み
に
お
い
て
引
受
け
及
び

配
達
を
行
う
郵
便
物
に
係
る
郵
便
の
役
務
を
提
供
す
る
業
務
を
い
う
。
別
記
様
式
第
五
に
お
い
て
同
じ
。
）
に

あ
っ
て
は
法
第
十
四
条
に
規
定
す
る
郵
便
物
の
種
類
並
び
に
法
第
四
十
四
条
第
一
項
及
び
第
二
項
に
規
定
す
る

特
殊
取
扱
を
い
い
、
国
際
郵
便
業
務
（
外
国
に
宛
て
、
又
は
外
国
か
ら
発
す
る
郵
便
物
に
係
る
郵
便
の
役
務
を

提
供
す
る
業
務
を
い
う
。
別
記
様
式
第
五
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
あ
っ
て
は
万
国
郵
便
条
約
第
一
条
に
規
定
す

る
通
常
郵
便
物
、
小
包
郵
便
物
及
び
Ｅ
Ｍ
Ｓ
郵
便
物
を
い
う
。
別
記
様
式
第
五
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
整
理
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
方
法
に
よ
っ
て
整
理
す
る
こ
と
が
著
し
く
困
難
な
と
き
は

、
そ
の
全
部
を
主
た
る
関
連
を
有
す
る
郵
便
物
の
種
類
等
に
整
理
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

［
３
～
６ 

略
］ 

（
料
金
の
届
出
） 

第
二
十
五
条 

会
社
は
、
法
第
六
十
七
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
郵
便
に
関
す
る
料
金
の
届
出
を
し
よ
う
と
す
る

と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
出
書
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

料
金
を
適
用
す
る
期
間
（
限
定
す
る
場
合
に
限
る
。
）
並
び
に
料
金
の
種
類
、
額
及
び
適
用
方
法
（
新
旧

の
対
照
を
明
示
す
る
こ
と
。
） 

［
二 

同
上
］ 

三 

変
更
を
必
要
と
す
る
理
由 

（
収
支
状
況
の
報
告
及
び
公
表
） 

第
二
十
七
条 

［
同
上
］ 

２ 

前
項
の
規
定
に
よ
り
報
告
す
る
営
業
収
益
及
び
営
業
費
用
は
、
別
記
様
式
第
五
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
る
ほ
か

、
適
正
な
方
法
に
よ
り
そ
れ
ぞ
れ
の
郵
便
物
の
種
類
等
（
内
国
郵
便
業
務
（
国
内
の
み
に
お
い
て
引
受
け
及
び

配
達
を
行
う
郵
便
物
に
係
る
郵
便
の
役
務
を
提
供
す
る
業
務
を
い
う
。
別
記
様
式
第
五
に
お
い
て
同
じ
。
）
に

あ
っ
て
は
法
第
十
四
条
に
規
定
す
る
郵
便
物
の
種
類
並
び
に
法
第
四
十
四
条
第
一
項
及
び
第
二
項
に
規
定
す
る

特
殊
取
扱
を
い
い
、
国
際
郵
便
業
務
（
外
国
に
宛
て
、
又
は
外
国
か
ら
発
す
る
郵
便
物
に
係
る
郵
便
の
役
務
を

提
供
す
る
業
務
を
い
う
。
別
記
様
式
第
五
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
あ
っ
て
は
万
国
郵
便
条
約
第
十
三
条
に
規
定

す
る
通
常
郵
便
物
及
び
小
包
郵
便
物
並
び
に
Ｅ
Ｍ
Ｓ
郵
便
物
（
同
条
約
第
十
六
条
に
規
定
す
る
Ｅ
Ｍ
Ｓ
業
務
の

条
件
に
従
っ
て
運
送
さ
れ
る
郵
便
物
を
い
う
。
）
を
い
う
。
別
記
様
式
第
五
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
整
理
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
方
法
に
よ
っ
て
整
理
す
る
こ
と
が
著
し
く
困
難
な
と
き
は
、

そ
の
全
部
を
主
た
る
関
連
を
有
す
る
郵
便
物
の
種
類
等
に
整
理
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

［
３
～
６ 

同
上
］ 

備
考 

表
中
の
［ 

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。 

  
 



三
頁 

 
 

（
国
際
郵
便
規
則
の
一
部
改
正
） 

第
二
条 
国
際
郵
便
規
則
（
平
成
十
五
年
総
務
省
令
第
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ

る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。 



四
頁 

 
 

改 
 

正 
 

後 

改 
 

正 
 

前 
（
国
際
郵
便
料
金
の
届
出
） 

第
三
条 
［
略
］ 

２ 

前
項
の
届
出
書
の
提
出
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
通
常
郵
便
物
の
料
金
並
び
に
当
該
通
常
郵
便

物
に
係
る
書
留
及
び
受
取
通
知
の
取
扱
い
の
料
金
に
係
る
も
の
に
あ
っ
て
は
当
該
料
金
の
実
施
期
日
の
三
十

日
前
ま
で
に
、
そ
れ
以
外
の
料
金
に
係
る
も
の
に
あ
っ
て
は
当
該
料
金
の
実
施
期
日
の
十
日
前
ま
で
に
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

会
社
が
、
万
国
郵
便
条
約
第
十
七
条
４
及
び
万
国
郵
便
条
約
の
施
行
規
則
第
十
七
―
百
一
条
の
規
定
に
よ

る
郵
便
物
の
取
扱
速
度
に
基
づ
く
分
類
を
選
択
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
優
先
郵
便
物
及
び
非
優
先
郵
便
物

（
書
籍
及
び
冊
子
を
包
有
す
る
も
の
を
除
く
。
） 

 

二 

会
社
が
、
万
国
郵
便
条
約
第
十
七
条
４
及
び
万
国
郵
便
条
約
の
施
行
規
則
第
十
七
―
百
一
条
の
規
定
に
よ

る
郵
便
物
の
内
容
品
に
基
づ
く
分
類
を
選
択
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
書
状
（
航
空
書
簡
を
含
む
。
）
、
郵

便
葉
書
及
び
盲
人
用
郵
便
物 

[

３ 

略]
 

第
四
条 

会
社
は
、
法
第
六
十
七
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
国
際
郵
便
に
関
す
る
料
金
の
届
出
を
し
よ
う
と
す
る

と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
出
書
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

料
金
を
適
用
す
る
期
間
（
限
定
す
る
場
合
に
限
る
。
）
並
び
に
料
金
の
種
類
、
額
及
び
適
用
方
法
（
変
更

の
届
出
の
場
合
は
、
新
旧
の
対
照
を
明
示
す
る
こ
と
。
） 

[

二 

略]
 

三 

変
更
の
届
出
の
場
合
は
、
変
更
を
必
要
と
す
る
理
由 

（
法
第
六
十
七
条
第
五
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
料
金
） 

第
五
条 

法
第
六
十
七
条
第
五
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
料
金
は
、
次
に
掲
げ
る
料
金
以
外
の
料
金
と
す
る
。 

一 

第
三
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
通
常
郵
便
物
の
料
金
並
び
に
当
該
通
常
郵
便
物
に
係
る
書
留
及
び
受
取
通

知
の
取
扱
い
の
料
金 

[

二 

略]
 

三 

Ｅ
Ｍ
Ｓ
郵
便
物
の
料
金
及
び
Ｅ
Ｍ
Ｓ
郵
便
物
に
係
る
取
扱
い
の
料
金 

（
国
際
郵
便
料
金
の
届
出
） 

第
三
条 

［
同
上
］ 

２ 

前
項
の
届
出
書
の
提
出
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
通
常
郵
便
物
の
料
金
並
び
に
当
該
通
常
郵
便

物
に
係
る
書
留
、
速
達
及
び
受
取
通
知
の
取
扱
い
の
料
金
に
係
る
も
の
に
あ
っ
て
は
当
該
料
金
の
実
施
期
日
の

三
十
日
前
ま
で
に
、
そ
れ
以
外
の
料
金
に
係
る
も
の
に
あ
っ
て
は
当
該
料
金
の
実
施
期
日
の
十
日
前
ま
で
に
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

会
社
が
、
万
国
郵
便
条
約
第
十
三
条
３
及
び
通
常
郵
便
に
関
す
る
施
行
規
則
（
万
国
郵
便
連
合
憲
章
に
規

定
す
る
通
常
郵
便
に
関
す
る
施
行
規
則
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
第
百
二
十
条
の
規
定
に
よ
る
郵
便
物
の
取

扱
速
度
に
基
づ
く
分
類
を
選
択
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
優
先
郵
便
物
及
び
非
優
先
郵
便
物
（
書
籍
及
び
冊

子
を
包
有
す
る
も
の
を
除
く
。
） 

二 

会
社
が
、
万
国
郵
便
条
約
第
十
三
条
３
及
び
通
常
郵
便
に
関
す
る
施
行
規
則
第
百
二
十
条
の
規
定
に
よ
る

郵
便
物
の
内
容
品
に
基
づ
く
分
類
を
選
択
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
書
状
（
航
空
書
簡
を
含
む
。
）
、
郵
便

葉
書
及
び
盲
人
用
郵
便
物 

[

３ 

同
上]

 

第
四
条 

会
社
は
、
法
第
六
十
七
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
国
際
郵
便
に
関
す
る
料
金
の
届
出
を
し
よ
う
と
す
る

と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
出
書
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

料
金
を
適
用
す
る
期
間
（
限
定
す
る
場
合
に
限
る
。
）
並
び
に
料
金
の
種
類
、
額
及
び
適
用
方
法
（
新
旧

の
対
照
を
明
示
す
る
こ
と
。
） 

[

二 

同
上]

 

三 

変
更
を
必
要
と
す
る
理
由 

（
法
第
六
十
七
条
第
五
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
料
金
） 

第
五
条 

法
第
六
十
七
条
第
五
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
料
金
は
、
次
に
掲
げ
る
料
金
以
外
の
料
金
と
す
る
。 

一 

第
三
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
通
常
郵
便
物
の
料
金
並
び
に
当
該
通
常
郵
便
物
に
係
る
書
留
、
速
達
及
び

受
取
通
知
の
取
扱
い
の
料
金 

[

二 

同
上]

 

三 

Ｅ
Ｍ
Ｓ
の
料
金
及
び
当
該
Ｅ
Ｍ
Ｓ
に
係
る
取
扱
い
の
料
金 

備
考 

表
中
の
［ 

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。 



五
頁 

 
 

附 

則 
こ
の
省
令
は
、
平
成
三
十
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 


